
小学生向け防災ハンドブックの配布

○防災教育の一環として、小学生向けの防災ハンドブックを作成
○佐賀市内の公立小学校に通学する児童１２，９１７名を対象
○親子で防災に関する情報の周知を図る
○平成２８年度中（3月中）に配布済み

防災ハンドブック表紙 水防に関するページ

11

【防災意識の啓発】①水防災意識の向上と防災情報の的確な収集・伝達・理解・共有を推進するための取組

■あらゆる媒体を活用した地域住民の水防災意識啓発のための広報の充実 【佐賀市】



12

【防災意識の啓発】①水防災意識の向上と防災情報の的確な収集・伝達・理解・共有を推進するための取組

■あらゆる媒体を活用した地域住民の水防災意識啓発のための広報の充実 【武雄市】

※アンケート回収人数：５８２名
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平成２９年６⽉○○⽇１１時００分 佐賀地⽅気象台発表

佐賀市 ［発表］⼤⾬（⼟砂災害、浸⽔害），洪⽔警報
⾼潮注意報

［継続］暴⾵，波浪警報
今⽇ 明⽇

9-12 12-
15

15-
18

18-
21 21-0 0-3 3-6 6-9 9-12

⼤⾬

⾬量（mm） 10 30 50 80 50 30
（浸⽔害）

（⼟砂災害）

洪⽔

⾵
陸上（m/s） 15 20 20 25 20 20 15 12 12
海上（m/s） 20 25 25 30 25 25 20 15 15

波浪 （m） 4 6 6 8 6 6 4 4 3
⾼潮 （m） 0.6 0.6 1.3 1.8 1.8 

平成29年6⽉○⽇１１時00分 佐賀地⽅気象台発表

佐賀市 ［発表］⼤⾬（⼟砂災害、浸⽔害），洪⽔警報
⾼潮注意報

［継続］暴⾵，波浪警報

⼟砂 警戒期間 １３⽇⼣⽅から １４⽇未明まで
注意期間 １３⽇昼過ぎから １４⽇明け⽅まで

浸⽔ 警戒期間 １３⽇⼣⽅から １３⽇夜遅くまで
注意期間 １３⽇昼過ぎから １４⽇未明まで
⾬のピークは１３⽇夜のはじめ頃
１時間最⼤⾬量 ８０ミリ

洪⽔ 警戒期間 １３⽇⼣⽅から １４⽇未明まで
注意期間 １３⽇昼過ぎから １４⽇明け⽅まで

⾵ 警戒期間 １３⽇昼過ぎから １４⽇未明まで
注意期間 １４⽇昼前にかけて 以後も続く
ピークは１３⽇夜のはじめ頃
陸上 最⼤⾵速 ２５メートル
海上 最⼤⾵速 ３０メートル

波 警戒期間 １３⽇昼過ぎから １４⽇未明まで
注意期間 １４⽇昼前にかけて 以後も続く
ピークは１３⽇夜のはじめ頃 波⾼ ８メートル

現状 改善後

警報に切り替える
可能性に⾔及した

注意報の強調

量的予想から
ピークを判断

気象警報・注意報の⽂中に⽂章で表現・提供してきた事項を、危険度に応じて⾊分け
をした時系列の表形式により視覚的に把握しやすい形で提供。（平成29年度から）

■気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善 【気象台】

【リアルタイム防災情報の共有】①水防災意識の向上と防災情報の的確な収集・伝達・理解・共有を推進するための取組



○ 平成２８年７月よりスマートフォン版河川水位情報サイトを公開。
○ 配信する情報を河川水位に絞ることで、利用者が必要な情報を迷わず入手することが可能。
○ 佐賀県が配信する防災・安全・安心情報配信システム「防災ネットあんあん」と連携することで、河川水位が氾濫

危険水位に達したときにメール受信者は河川の水位情報を視覚的にとらえることができるようになりました。

■河川水位情報システムの公開成果

■プッシュ型洪水情報等の情報発信 【佐賀県】

登録者に
メールで通知

○すい坊くん
（スマートフォン版水位情報）

○防災ネット あんあん
（氾濫危険情報をメールで通知）

登録エリアに関する
水位情報を表示

Ｈ２８．９．１ 佐賀新聞（朝刊） １１面

Ｈ２８．８．２ 佐賀新聞（朝刊） ２０面
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【住民等への防災情報の周知】①水防災意識の向上と防災情報の的確な収集・伝達・理解・共有を推進するための取組



災害時の情報伝達手段の更なる多重化

○従来の防災ラジオ、防災無線、また、防災情報・緊急情報などをメールでお知らせする
登録型のメール配信システム等に加え、強制配信型の緊急速報メールを運用開始
（平成２８年９月～）することで、情報伝達漏れの可能性を少なくし、更なる情報伝達
の多重化を図った

○配信対象者：佐賀市域に滞在中で、携帯電話・スマートフォンをお持ちの方全員
【ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ（ＡＵ）、ソフトバンクのみ】

○配信時期および内容：地震や大雨などの災害時の避難情報等緊急性の高い情報

15

■様々な防災情報提供ツールを用いた防災情報伝達の強化（多重化） 【佐賀市】

【住民等への防災情報の周知】①水防災意識の向上と防災情報の的確な収集・伝達・理解・共有を推進するための取組

こ
れ
ま
で

こ
れ
か
ら



○近年の一般住宅の高気密化などにより、「防災行政無線が聞こえにくい」等の意見が増加。
○一方、高齢者等、電子メールを利用されていない方も多く、防災メールの普及が伸び悩んでいる。
○聴覚障害者の方をはじめ、耳の不自由な方にも情報を伝える必要がある。

⇒市民への災害情報の伝達手段として、防災行政無線・防災メールなどに加えて、電話・ファクシミリによる情報伝達手
段を整備（H２８.１０.１～運用開始）

■成果と課題
登録件数（H29.２月末現在）
メール：７８０件、ファクシミリ：９１件
固定電話：７９件、携帯電話：１２０件 延べ１，０７０件

運用開始以降、出前講座等でシステムの照会・登録の
お願いを行っているが、登録件数が伸び悩んでいる。

登録案内チラシを市内全戸へ配布
（H２８.９.５実施)

システム運用開始（H２８.１０.１～) 自主防災出前講座のなかで紹介

■今後の予定
出前講座等、あらゆる機会をとらえて、システムの紹介・普及(登録）啓発

を行う。

また、今後も、市のHP、防災メール、新しい災害情報配信サービスなどを
活用し、いろいろな手段を用いて、情報発信に努めていきたい。
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■様々な防災情報提供ツールを用いた防災情報伝達の強化（多重化） 【小城市】

避難情報の伝達強化・多ルート化

【住民等への防災情報の周知】①水防災意識の向上と防災情報の的確な収集・伝達・理解・共有を推進するための取組



○ハザードマップの更新、配布

■成果と課題
○避難所の漢字表記にルビをふり、外国の人が見ても分かるように変更。
○各種団体に防災メールの登録等のチラシを配布。
○携帯の取り扱いにたけていない、高齢の方へのメールの登録推進が課題。
○ハザードマップの見方・使い方が理解できるよう周知することが課題。

防災メール登録方法

１ へアクセスするか、携帯電話のバーコードリーダー機http://www.bousai.city.kanzaki.saga.jp/mail/pub/

能がある場合は右上の QR コードを読み込んでからアクセスしてください。

神埼市では以下の配信条件に

合致したときに防災メールを配

信します。

配信条件

1)緊急の情報が発生したとき

2)市が必要と認めるとき

1.新規登録(サービス概要へ)

2.登録変更

3.登録解除

トップ画面に戻る

神埼市役所 総務課

0952-37-0100

1.新規登録(サービス概要へ)

をクリック

下記の内容のメールが届きま

すので、下記アドレスをクリック

このメールは、神埼市防災メー

ルを希望されたメールアドレス

に対して、自動応答で返信して

います。

～～省略～～

http://www.bousai.city.kanzaki.s

aga.jp/ 1vLm5lLmpw～省略～

↑このアドレスをスリック↑

メールが届いて、時間がたつと

上記アドレスにアクセスできなく

なりますので、その場合は再度

②空メール送信からやり直して

ください。

神埼市防災メール

サービス規約概要

[サービスの概要]

このサービスは神埼市が同報

無線などを通じてお知らせする

緊急情報や行政情報を電子メ

ールにおいてもお知らせするサ

ービスです。本メールサービス

は、次のドメインから配信されま

す。bousai.city.kanzaki.saga.jp

～～省略～～

□ 合意

前の画面に戻る

本サービスの規約内容をご覧

いただき、同意いただける方

をクリックは□合意

メールを送信する画面が表示さ

れますので、そのまま「何も入

力せず」送信してください。

神埼市防災メール

新規登録

このサービスは神埼市が同報

無線を通じてお知らせする各種

の情報を電子メールによりお知

らせするサービスです。

～～省略～～

次へ

をクリック次へ

神埼市防災メール

新規登録

緊急情報

受信条件選択

○神埼市全域

○地区別

□神埼

□千代田

□脊振

○受信しない

次へ

緊急情報を受ける地域を指定し

をクリック次へ

神埼市防災メール

新規登録

行政情報

受信条件選択

○神埼市全域

○地区別

□神埼

□千代田

□脊振

○受信しない

次へ

行政情報を受ける地域を指定し

をクリック次へ神埼市防災メール

新規登録

〔登録内容の確認〕

～～省略～～

OK

戻る

内容を確認しよろしければ をクOK

リック 変更する場合は で修戻る

正してください。

登録完了後、登録内容を通知するメールが届きます。このメールが届いて

全ての登録が完了となります。

返信メールを受信しない時は、着信拒否の設定をされていると思われます

ので、『ドメイン指定受信』の登録が必要です。

『ドメイン指定受信』の設定方法は各端末会社へお問い合わせください。

bousai.city.kanzaki.saga.jp

神埼市ハザードマッップ（H29.3） 防災メール登録等のチラシ（H28年度時実施）

■今後の予定
○ハザードマップの全戸配布。
○防災メール加入率向上の取組み。

○防災メールの登録促進
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【住民等への防災情報の周知】①水防災意識の向上と防災情報の的確な収集・伝達・理解・共有を推進するための取組

■様々な防災情報提供ツールを用いた防災情報伝達の強化（多重化） 【神埼市】



総合防災訓練の実施

○佐賀市嘉瀬地区において、各関係機関の協力を得て総合防災訓練を実施
○情報伝達訓練を兼ね、防災行政無線、さがんメール、防災ラジオで情報伝達を実施
○自主防災組織との連携による避難所開設・運営訓練を実施

避難所への避難状況

避難所開設・運営訓練

孤立者救助訓練

倒壊家屋からの救出訓練 炊き出し訓練

水道管復旧訓練
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【避難行動に繋がる訓練】①水防災意識の向上と防災情報の的確な収集・伝達・理解・共有を推進するための取組

■水害リスクが高い区間における地域住民が参加する共同点検や避難訓練の実施 【佐賀市】



三日月町深町・四条・堀江合同自主防災訓練
実施日：平成28年9月26日（日）

想定 ：局所的豪雨により内水被害と祗園川

堤防決壊の恐れを想定

参加団体（計163人）

深町地区・四条地区・堀江地区

（小城市・警察署・消防署・消防団
武雄河川事務所（講演））

【避難行動に繋がる訓練】①水防災意識の向上と防災情報の的確な収集・伝達・理解・共有を推進するための取組

■水害リスクが高い区間における地域住民が参加する共同点検や避難訓練の実施 【小城市】

平成28年度自主防災訓練

実施日：平成28年10月30日（日）

想定 ：地震による小城市の避難勧告発令

参加団体：（計135人）

鷺ノ原地区（小城市・消防署・消防団）

小城町鷺ノ原地区自主防災訓練

防災支援車 消化訓練

避難訓練

炊き出し訓練

避難者受付訓練

19
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①避難訓練 各家庭から避難所まで徒歩・自家用車で避難
②ＡＥＤ訓練実技 消防署によるＡＥＤ実技訓練
③気象講話 佐賀地方気象台による、近年の気象状況の説明
④備蓄食料の説明

～下大町地区 防災訓練（Ｈ２８．７．２４実施）～

■成果と課題
○ 実技訓練、気象講話などにより、防災意識の高揚が図られた。
○ 移動困難者等の対応が今後の課題。

・自宅から避難所まで徒歩での避難
・地元消防団も参加

・ＡＥＤ実技訓練 ・のぼり旗（防災訓練実施中）も持っ
ての徒歩避難

【避難行動に繋がる訓練】①水防災意識の向上と防災情報の的確な収集・伝達・理解・共有を推進するための取組

■水害リスクが高い区間における地域住民が参加する共同点検や避難訓練の実施 【大町町】



○ 地域の水防災意識の向上につなげることを目的に、流下能力が低い区間や過去に漏水があった箇所など、洪水
に対しリスクが高い区間を対象に共同点検を実施。

○ 共同点検は、土木事務所、市町、防災・砂防ボランティア協会、自治会等と実施。

■成果
○ 量水標や水位局の存在を知っていただく事が出来た。
○ 河床高と堤内地盤高の関係から、破堤したときの影響について認識を深めていただくことが出来た。
○ 点検により、動物の巣穴が確認され、また、住民目線での新たな気付き（提案）があった。
■今後の予定
○ 平成29年度も引き続き出水期前の共同点検を実施。

■重要水防箇所の合同巡視 【佐賀県】

晴気川 半田川 塩田川

点検日 平成28年6月8日

出席者 佐賀土木事務所、小城市、
防災・砂防ボランティア協会、
地元住民（19名）

点検日 平成28年6月17日

出席者 唐津土木事務所、唐津市、
防災・砂防ボランティア協会、
地元住民（14名）

点検日 平成28年6月14日

出席者 杵藤土木事務所、嬉野市、
地元住民（12名）
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【河川巡視情報の共有】①水防災意識の向上と防災情報の的確な収集・伝達・理解・共有を推進するための取組



○ 台風１０号による豪雨により、岩手県岩泉町の高齢者福祉施設において多数の利用者が亡くなった事案を受け、要
配慮者利用施設の管理者に対して、河川・砂防情報等に関する理解を深めていただく説明会を県内９地区で開催。

○ 河川管理者（国土交通省、佐賀県）、佐賀地方気象台及び県消防防災課、県福祉関係部局と連携。
○ 説明会への出席状況・・・管理者数１，８８８名に対し８０４名出席（全体の４２．６％）

要配慮者利用施設の管理者向け説明会の開催

【説明会開催地区】【説明会開催地区】

伊万里市・有田町（H29.1.24)

田島白石町長（H28.11.22)

【説明会の実施状況】【説明会の実施状況】【報道状況】【報道状況】

鳥栖・三養基地区

神埼・吉野ヶ里地区

佐賀地区

小城・多久地区

白石地区

鹿島・藤津地区

武雄・杵島地区

伊万里・有田地区

唐津・玄海地区

佐賀市（H29.1.31)

ＮＨＫニュース（H28.11.22放送)

平成２８年１１月２２日に白石町で佐
賀県内初（九州で２番目）となる説
明会を開催。
≪内容≫
・防災気象情報の活用について
・水害・土砂災害に備えて
・利用者を災害から守るために
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【避難場所や避難路の確保】
②広大な低平地である流域特性を踏まえた広域的な避難行動へ向けた取組
②地域住民・市民団体・関係機関の連携・協働による地域の将来を担う人材の教育・発掘

に向けた取組

■要配慮者利用施設等との避難訓練の促進 【国土交通省・佐賀地方気象台・佐賀県】


